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令和２年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和元年度実績に基づく評価） 作成日 令和 2 年 7 月 3 日
基本目標名 5 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり
政　策　名 2 住みやすい快適なまちづくり
施　策　名 2 安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理

施策関係課 財政課、環境政策課、上下水道局企業経営課、上下水道局水道課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

市民 人 119,348 118,450

水道管延長 km 840.33 841.53

公共下水道管渠延長 km 551.1 574.1

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
目標 100 100 100 100

実績 100 100

目標 80.7 82.7 84.3 86.0

実績 78.3 79.3

目標

実績 水道局の資料

目標 環境政策課、下水道課の資料

実績

目標

実績

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3

目標 0 0 0 0 目標 69.6 71.1 72.2 73.3

実績 0 0 実績 68.1 68.9

目標 15.4 17.1 18.7 20.7 目標 11.1 11.6 12.1 12.7

実績 17.7 19.7 実績 11.5 11.8

目標 目標 94.0 94.6 95.2 95.8

実績 実績 93.0 93.1

目標 102.5 102.0 102.2 100.6 目標 65.0 66.0 67.0 68.0

実績 113.5 110.3 実績 68.1 57.5

目標 100 100 - - 目標 100 100 100 100

実績 93.0 87.2 実績 100 100

目標 84.4 84.4 84.5 84.5 目標 72.0 73.0 73.5 74.0

実績 82.9 81.3 実績 75.1 73.6

３．施策及び基本事業の目標達成度評価
令和元年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報
社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性
施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

上下水道局下水道課

青木　茂良

施策の目
的

「対　象」

①市民　　　　　　　　　　　
②水道施設
③生活排水処理施設

①
水質基準値適合率
(基準値内検体数/水質検査検体数)

％

②
生活排水処理人口普及率
(生活排水処理人口/人口)

％

③

成果指標の
取得方法

④

⑤

安全で安
心な水道
水の安定
供給

①給水区
域内
②水道施
設

・安全で安心な水
道水が供給される
・適切に維持管理
されている

①
クリプトスポリジウムの検
出率
(検出数/水質検査検体数)

％
生活排水
施設の整
備、普及促
進及び水
洗化向上

①公共下水道
区域
②公共下水道
区域外世帯･
事業所
③公共下水道
未接続世帯･
事業所

・公共下水道が整
備されている
・合併処理浄化槽
が設置されている
・水洗化が図られ
ている

①
公共下水道等処理人口普及
率
(公共下水道等処理区域内人
口/人口)

％

②
老朽管の更新延
長

km ②
合併処理浄化槽処理人口普
及率
(公共下水道等区域外処理人
口/人口)

％

③ ③
公共下水道による水洗化率
(水洗化人口/処理区域内人
口)

％

上下水道
事業の安
定した経
営

①水道事
業
②公共下
水道事業

・健全な経営がさ
れている ①

総収支比率
(総収益/総費用)

％
生活排水
施設の適
正管理

①公共下
水道管路
②水質

・不明水が防止さ
れている
・放流水質が基準
値内になっている

① 公共下水道の晴天時有収率
(有収水量/晴天時流入量) ％

②
収益的収支比率
(総収益/(総費用+地方債
償還金))

％ ②
終末処理場の放流水質基準
値適合率
(基準値内検体数/水質検査
検体数)

％

③
有収率
(年間有収水量/年間総配
水量)

％ ③
合併処理浄化槽11条法定検
査受検率
(受検者数/浄化槽設置者数)

％

・公共下水道施設のライフサイクルコストの低減を図るため、ストックマネジメント計画に
基づく管路維持管理の実施計画と、処理場及び中継ポンプ場の実施設計を策定する。
・水道水の安全性を確保するため、紫外線照射装置の整備及び配水管の更新を進め
る。
・公共下水道区域における未普及地区への下水道の整備を推進するとともに、公共下
水道区域外の地区における合併処理浄化槽への転換を支援し、普及促進を図る。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・公共下水道施設のストックマネジメント計画に基づき、管路の実施計画と処理場及び中継ポンプ場の
実施設計を策定した。
・年次計画に基づき、紫外線照射装置の整備及び老朽塩ビ管更新について、計画どおり達成した。
・公共下水道区域における、未普及地区への下水道の整備を推進した。また公共下水道区域外の地区
においては、合併処理浄化槽設置者に対して補助金を交付し、普及促進を図った。
【成果指標達成状況】
・水質検査を水道法に基づき、原水は年１回、浄水は年１２回(毎月)実施した。検査結果は全て基準値
以内であり、安全であることを確認し目標を達成した。
・生活排水処理人口普及率は、目標を達成できなかったが着実に成果向上が図られた。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・年次計画に基づき、多田浄水場の紫外線照射装置整備を完了し、
目標を達成した。
・老朽塩ビ管更新計画に基づき更新に取組み目標を達成した。

【成果指標達成状況】
・水道法に基づき、クリプトスポリジウム指標菌検査を毎月実施し、ク
リプトスポリジウム検査を３か月毎に年４回実施した。検査結果は、
検出されず安全であることを確認し、目標を達成した。
・老朽塩ビ管更新計画に基づき更新に取組み目標を達成した。

【基本事業の取組方針達成状況】
・補助制度を積極的にPRしたが、単独処理浄化槽や汲み取り式
からの転換15基を含め88件の補助を行い、転換を促進した。
・下水道は市街化区域の整備を進めた。
・下水道への接続向上に向け、世帯、事業所へのダイレクトメー
ルの発送や水洗化促進の担当職員による戸別訪問を行った。
【成果指標達成状況】
・公共下水道等処理人口普及率は68.9％で、目標を下回った。
・合併処理浄化槽処理人口普及率は11.8％で、目標を上回った。
・公共下水道による水洗化率は93.1％で、目標を下回った。

【基本事業の取組方針達成状況】
・水道事業の主な収入である水道料金は、前年度比で1.7％の減少となった
が、概ね予算どおりの約1,812百万円(税抜き)を確保することができた。併
せて経費の節減に努めた結果、純利益約204百万円(税抜き)を見込むこと
ができ、健全経営を保つことができた。
・地方公営企業法適用に向けた組織体制の確定、固定資産調査・評価、会
計システムの構築、例規整備等を完了させた。
【成果指標達成状況】
・収益的収入が税抜き約2,194百万円、収益的支出が税抜き約1,989百万円
であるため、総収支比率は110.3％となり目標を上回った。
・収益的収支比率は87.2％で、企業会計移行に伴う打切り決算により目標
を達成できなかった。
・本年度の有収率は81.3％で、目標の84.4％に及ばなかった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・適正な浄化槽の維持管理について、広報紙や市HPに掲載し啓発を
行った。法定点検(11条検査)の受検率の向上を図るための個別通知の
発送(1,200通)が実現できなかった。
・下水道施設(管路)ストックマネジメント計画に基づき、実施計画を策定
した。
・農業集落排水(佐野西部地区)の公共下水道への接続工事を行った。
【成果指標達成状況】
・公共下水道の晴天時有収率は、目標を下回った。
・終末処理場の放流水質基準値適合率は、目標を達成した。
・合併処理浄化槽11条法定検査受験率は73.6％と、目標を達成した。

・施策の取組方針に基づき各事業に取り組んだが、成果指標を全て達成することができ
なかった。しかし前年度からの生活排水処理施設の処理人口普及率は、着実に成果向
上が図られた。
・施策全体の令和元年度決算額は、約25億6,400万円で、平成30年度決算額に対して約
1億6,500万円減少した。主な要因は、公共下水道汚水整備にかかる事業費の減による
ものである。
・上水道のクリプトスポリジウム汚染対策として、多田浄水場の紫外線照射装置などの
工事が完了した。
・上水道の老朽塩ビ管更新計画に基づき工事を実施した。
・上水道の法に基づく水質検査は、基準値以下で安全を確認し安定供給を図った。
・下水道汚水処理施設の令和７年度概成に向け整備を促進した。
・合併処理浄化槽設置に対する補助を行い、処理人口普及率は目標を達成した。
・下水道事業の地方公営企業法適用(R2)に向けた、事務手続きが完了した。
・下水道施設(管路)ストックマネジメント計画の実施計画を策定した。
・浄化槽の保守点検や11条法定検査の実施について、広報さのやホームページにより
周知したが、未受検者に対し1,200件の個別指導は実現できなかった。
・水処理センターからの放流水質は、基準値内で適正管理が履行できた。
・本施策は日常生活にとって最も重要なライフラインであり、より一層の「おいしい水」の
確保や水環境の保全と循環型社会の構築に向けて、「水質の保全」「施設の老朽化対
策」に取り組む必要がある。

【令和２年度で解決する課題】
・農業集落排水(常盤地区)の公共下水道への接続に伴う財
産処分手続き
・水道庁舎の更新に伴う実施設計

【令和３年度以降にも引き継がれる課題】
①上水道のクリプトスポリジウム汚染対策
②上水道の塩ビ管の老朽化
③上下水道事業の収益の確保と効率的な事業運営
④汚水処理施設(公共下水道・合併処理浄化槽)の令和７年
度概成への取組み
⑤単独処理浄化槽及び汲み取りから合併処理浄化槽への
転換
⑥浄化槽の適正な管理に伴う法定検査未受検者への対応
⑦農業集落排水(常盤地区)の公共下水道への接続工事に
伴う実施設計

【令和３年度重点課題】
⑧下水処理場ストックマネジメント改築工事
⑨水道庁舎の老朽化及び耐震不足の解消　

①水道の安全性を確保するために、紫外線照射装置は
必要な設備であるため、コスト削減を図り計画的に整備
を進める。
②老朽塩ビ管の更新は、優先地区以外の地区も考慮し
ながら計画を立てる。
③上下水道事業とも引き続き収入の確保と経費節減を
図り、効率的な事業運営に努める。
④公共下水道の令和７年度概成に向け、市街化区域に
おける整備を推進する。
⑤単独処理浄化槽及び汲み取りから合併処理浄化槽へ
の転換を促進し、単独処理浄化槽からの転換にかかる
撤去費用及び宅内配管工事費を令和２年度に継続して
追加補助する。
⑥浄化槽の保守点検や11条法定検査の実施について、
広報さのやホームページ等で広くPRするとともに、未受
検者に対し個別指導を行う。
⑦農業集落排水(常盤地区)を公共下水道へ切り替える
ため、接続工事に伴う実施設計業務委託を行う。
⑧ストックマネジメント計画に基づく下水処理場(管理棟
の中央監視装置外)の改築工事を完了する。
⑨水道庁舎の更新に伴う建設工事を実施する。

成果指標
設定の考え方

・水道水を市民がいつでも安全で安心して利用
できるためには、水道水の水質を適合基準値
内に保たなければならないことから、水質基準
値適合率を指標として採用した。
・生活排水処理施設（公共下水道・合併処理浄
化槽・農業集落排水処理施設）の処理人口に
より、各処理施設の整備・普及促進による成果
が把握できることから、生活排水処理人口普及
率を指標として採用した。

施策の目
的

「意　図」

①いつでも安全で安心な水道水を利用すること
ができる
①生活排水が適正に処理され、快適な生活環
境が確保される
②安全で安心な水道水を安定的に提供する
③適切に生活排水を安定的に処理する

施
策

基
本
事
業

安全で安
心な水道
水の安定
供給

・水道水の安全性を確保するた
め、紫外線照射装置の整備計
画に基づき、多田浄水場に紫外
線照射装置の整備を完了する。
・配水管の更新を計画的に進め
る（優先地区：菊川・南部土地区
画整理地内）。

生活排水
処理施設
の整備、普
及促進及
び水洗化
向上

・補助制度を積極的にＰＲし、単
独処理浄化槽や汲み取り式か
ら合併処理浄化槽への転換の
一層の促進を図る。
・公共下水道の平成３７（２０２
５）年度概成に向け、市街化区
域における整備を推進する。
・公共下水道への未接続世帯
や事業所への水洗化普及活動
を強化する。

上下水道
事業の安
定した経
営

・財政計画に基づき、収入の確
保と支出の削減に努め、健全経
営を図る。
・下水道事業の平成３２（２０２
０）年度地方公営企業法適用に
向け、組織体制の確定、固定資
産調査・評価、会計システムの
構築、例規整備等を完了させ
る。

生活排水
処理施設
の適正管
理

・合併処理浄化槽の適正管理
について指導・啓発を行うととも
に、浄化槽法第１１条検査の未
受験者に対して直接通知し、受
験率の向上を図る。
・下水道施設（管路）ストックマネ
ジメント計画に基づき実施計画
を策定する。
・農業集落排水（佐野西部地
区）の公共下水道への接続工
事を実施する。

施
策
の
基
本
情
報

・水道事業及び公共下水道、農業集落排水事業について、経営の健全化が求めら
れている。
・公共下水道事業はR2年度までに地方公営企業法の適用を総務省(H27年1月27日
付)より要請された。
・水道未普及地域の解消に向けた取組の要望がある。
・公共下水道事業計画区域の整備が遅れているとの指摘がある。
・新型コロナウイルス感染症に伴う、外出自粛や在宅勤務、休業要請等により上下
水道使用量に影響がある。

・水道水の節水に努め、宅内で漏水が
発生しないよう適正に維持管理する。
・公共下水道の整備区域では、速やか
に下水道に接続し水洗化を図る。
・公共下水道及び農業集落排水処理区
域外では、単独浄化槽や汲み取り式か
ら合併処理浄化槽への転換を図り、適
正な維持管理を行う。
・公共下水道施設の整備や維持管理に
必要な負担金や使用料は、期限内に納
入する。

・水道水の節水に努め、宅内で漏水が
発生しないよう適正に維持管理する。
・公共下水道の整備区域では、速や
かに下水道に接続し水洗化を図る。
・公共下水道及び農業集落排水処理
区域外では、単独浄化槽や汲み取り
式から合併処理浄化槽への転換を図
り、適正な維持管理を行う。
・公共下水道施設の整備や維持管理
に必要な負担金や使用料は、期限内
に納入する。

・安全で安心な水道水の安定供給を継続す
る。
・安全で安定した上下水道施設の維持管理
を堅持し、安心して利用可能な事業経営を
図る。
・水道未普及地域の対策を検討する。
・下水道の整備を推進する。
・下水道施設を予防保全的な維持管理に転
換し、施設の長寿命化を図る。
・合併処理浄化槽の設置補助金制度による
計画的な転換を支援し、普及を促進する。
・新型コロナウイルス感染症に伴う、上下水
道料金の徴収猶予の準備を行う。


